
議員提出議案第２号 

 

   特別委員会の設置について 

 

 上記の議案を、別紙のとおりみよし市議会会議規則（平成２１年議会規則第２号）第１３条第

１項の規定により提出する。 
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説 明 

 この案を提出するのは、地域の特性を生かし、豊かな自然の保全と活力ある開発の調和の取れ

た土地利用を推進するため、規制や誘導など計画的なまちづくりについて調査研究を行うため、

まちづくり特別委員会を設置する必要があるからである。 



特別委員会の設置について 

 

 下記のとおり地方自治法第１０９条第１項及びみよし市議会委員会条例（平成２１年条例第

４５号）第５条の規定により特別委員会を設置する。 

 

  １ 名  称  まちづくり特別委員会 

  ２ 定  数  ６人 

  ３ 目  的  地域の特性を生かし、豊かな自然の保全と活力ある開発の調和の取れた

土地利用を推進するため、規制や誘導など計画的なまちづくりについて調査

研究を行うことを目的とする。 

  ４ 調査期間  本特別委員会は、議会の閉会中も継続調査することとし、調査期間は議決

の日から調査終了までとする。 

 

   付 記 

 この件は、議決の日から適用する。 

  



特別委員会の設置について 

 

   委員会名 

 

項  目 

まちづくり特別委員会 

設 置 の目 的 

地域の特性を生かし、豊かな自然の保全と活力ある開発の調和の

取れた土地利用を推進するため、規制や誘導など計画的なまちづく

りについて調査研究を行うことを目的とする。 

設 置 の趣 旨 

（提案説明の理由） 

 

本市においては、各種産業の振興に加え、住宅供給都市としてバラ

ンスのとれた土地利用が図られ、潤いと活気のあるまちを築いてきた。 

今後さらに、まちが成長し、発展する過程で、市街化調整区域等の

土地利用の推進など、計画的な土地利用を進めていくことは重要な課

題となっている。 

地域の特性を生かし、バランスの取れた計画的なまちづくりの推進

に向けた調査研究を進めるため、特別委員会の設置を提案する。 

議 決 日 令和７年５月１９日 

委 員 数 ６人 

摘 要 
本特別委員会の調査については、閉会中も継続調査することとし、

調査期間については調査終了までとする。 

 


